
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

６第１項の規定により公告します。 

 

平成２７年 ５月２９日 

 

島根県企業局西部事務所長  堀内 勉      

 

１ 入札に付する事項 

(1)業務名 

江津浄水場緩速ろ過池廃砂運搬業務委託 

(2)業務の内容 

入札説明書のとおり 

(3)業務の期間 

契約締結日の翌日から平成２７年 １０月３０日まで 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

⑴ 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

⑵ 地方自治法施行令第167条の４第２項の各号のいずれかに該当すると認められる事実があった

後２年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理

人として使用する者でないこと。 

⑶ 島根県税を滞納していない者であること。 

⑷ 消費税及び地方消費税について未納の税額がない者であること。 

⑸ 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札において、

指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。 

⑹ 島根県から廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の３又は第１４条の３の２第１項の規

定に基づく不利益処分を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。 

⑺ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項の規定による、汚泥の産業廃棄物収集運搬

業の許可を受けている者であること。 

(8) 浜田保健所管内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。 

(9) 江津浄水場緩速ろ過池廃砂運搬業務委託仕様書特記事項で求める運搬能力を満足する者であ

ること。 

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第 6号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員

と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。 

(11) 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱に基づき、入札等排除措置対象者に

指定され、当該状態が継続中の者でないこと。 

３ 入札説明書の交付等 

⑴ 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

島根県江津市松川町上河戸７０３  

 



島根県企業局西部事務所 管理課 電話：0855-57-0221 

⑵ 入札説明書の交付期間及び交付方法 

本公告の日から平成２７年 ６月１２日（金）までの日（島根県の休日を定める条例（平成元

年島根県条例第９号）第１条に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午

後１時までを除く。） 

  郵便、ファクシミリ、電子メールによる交付は行わない。 

⑶ 入札説明会の日時及び場所 

  実施しない。 

４ 契約条項を示す日時及び場所 

 前項の入札説明書の交付期間において交付場所において提示する。 

５ 入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限：平成２７年 ６月１２日（金）１７時まで 

  (2)  提出先 ：上記３⑴と同じ 

６ 入札の日時及び場所 

(1) 日時：平成２７年 ６月１７日（水）１３時３０分から 

  (2) 場所：島根県江津市松川町上河戸７０３ 島根県企業局西部事務所 会議室 

７ 入札保証金 

入札者が見積もった契約希望金額の100分の５以上を納付すること。ただし、島根県会計規則

（昭和39年島根県規則第22号）第61条の２各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

８ 入札の効力 

この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、その他島根県会計規則第63条各号

のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。 

９ その他 

⑴ 契約手続きに使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札方法の制限 

郵便、電報、ファクシミリ、電話、電子メールによる入札は認めない。 

⑶ 契約保証金 

契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第69条の２各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。 

⑷ 契約書作成の要否 

要する。 

⑸ 落札者の決定方法 

島根県会計規則第 62 条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。 

⑹ その他 

ア 詳細は、入札説明書による。 

  イ 島根県会計規則を承知の上、入札に参加すること。 

    ウ 運搬する砂の成分分析の結果しだいでは、契約しない場合があります。 

 


